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北海道立自然公園条例施行規則及び北海道自然環境等保全条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立自然公園条例施行規則及び北海道自然環境等保全条例施行規則の一部を改正
する規則

（北海道立自然公園条例施行規則の一部改正）
第１条 北海道立自然公園条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように
改正する。
第 条第 号中「第４条第６項に掲げる」を「第５条第６項に掲げる」に、「園地移動
用施設」を「園内移動用施設」に改める。
（北海道自然環境等保全条例施行規則の一部改正）
第２条 北海道自然環境等保全条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のよ
うに改正する。
第 条第９号キ中「）第４条第６項」を「）第５条第６項」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北 海 道

北海道教育委員会訓令第１号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年７月１日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 島 津 宏 興
北 海 道 警 察 本 部 長 刈 勝 治

北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令
北海道経済・雇用対策推進本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警

発行 北 海 道
（総務部法制文書課）

電話
（内線 ）

印刷 富士プリント
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察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「経済部長」の次に「、経済部参事監」を、「農政部長」の次に「、農政
部参事監」を加える。

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
平成 年国勢調査テレビ・ラジオスポット 放送業務 一式
調達をする特定役務の仕様等
入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年９月 日から 月２日まで
履 行 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道告示第 号に規定する平成 年国勢調査テレビ・ラジオスポット
放送業務に関する資格を有すること。
３ 契約条項を示す場所
札幌市中央区北３条西７丁目 北海道企画振興部計画室統計課

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 西棟４階４号会議

室（送付による場合は、郵便番号 北海道企画振興部計
画室統計課）

入 札 日 時 平成 年８月 日（月）午前９時 分（送付による場合は、平成
年８月 日（金）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

６ 入札説明書の交付に関する事項

附 則

この訓令は、平成 年７月１日から施行する。

北海道告示第 号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す

る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第３号
に規定する特定役務の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年７月１日に一般競争入札の公告を行う平成 年国勢調
査テレビ・ラジオスポット 放送業務

資 格 平成 年国勢調査テレビ・ラジオスポット 放送業務に関す
る資格（以下「資格」という。）

特定役務の種類 平成 年国勢調査テレビ・ラジオスポット 放送業務
２ 資 格 要 件
平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 及び による。

３ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成 年７月１日から８月 日までの間に

しなければならない。
申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出

先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ

別表中
「

農 政 部 長
」
を

「
経 済 部 参 事 監

農 政 部 長

農 政 部 参 事 監
」

に改める。

告 示

ればならない。
ア 提出先の名称 北海道企画振興部計画室統計課
イ 提出先の所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

４ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のア、エ、オ、 、４の 、 及び５の による。
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交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う郵便料金に
相当する郵便切手を添えて、３の場所に申し込むこと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道企画振興部計画室統計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号 内線
９
．

．

．

北海道告示第 号

畜伝染病予防法（昭和 年法律第 号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
みつばちの所有者に対し、当該みつばちについて、腐蛆

そ

病の予防のための検査を受けること
を命ずる。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的 腐蛆

そ

病の発生予防のため
２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄 畜保健衛生所長の定める日）

札 幌 市 平成 年８月 日から９月 日まで
江 別 市 同
千 歳 市 同
恵 庭 市 同
北 広 島 市 同
石 狩 市 同
当 別 町 同
新 篠 津 村 同
厚 田 村 同
浜 益 村 同
松 前 町 同 ８月１日から９月 日まで
上 磯 町 同
大 野 町 同
七 飯 町 同
木 古 内 町 同
鹿 部 町 同
森 町 同
八 雲 町 同
長 万 部 町 同
函 館 市 同
北 檜 山 町 同 ８月８日から９月 日まで
今 金 町 同
島 牧 村 同 ８月１日から９月 日まで
寿 都 町 同
蘭 越 町 同
ニ セ コ 町 同
留 寿 都 村 同
喜 茂 別 町 同

知 安 町 同
余 市 町 同
赤 井 川 村 同
小 市 同
栗 沢 町 同 ８月 日から９月 日まで
南 幌 町 同
長 沼 町 同
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夕 張 市 平成 年８月 日から９月 日まで
美 唄 市 同
新 十 津 川 町 同
滝 川 市 同

別 市 同
歌 志 内 市 同
幌 加 内 町 同
深 川 市 同
旭 川 市 同 ８月８日から９月 日まで
鷹 栖 町 同
東 神 楽 町 同
当 麻 町 同
比 布 町 同
愛 別 町 同
上 川 町 同
東 川 町 同
美 瑛 町 同
士 別 市 同
名 寄 市 同
和 寒 町 同
剣 淵 町 同
朝 日 町 同
風 連 町 同
下 川 町 同
美 深 町 同
音 威 子 府 村 同
中 川 町 同
富 良 野 市 同
上 富 良 野 町 同
中 富 良 野 町 同
南 富 良 野 町 同
占 冠 村 同
留 萌 市 同 ８月 日から９月 日まで
増 毛 町 同
小 平 町 同

苫 前 町 同
羽 幌 町 同
遠 別 町 同
幌 延 町 同
稚 内 市 同 ８月 日から９月９日まで
猿 払 村 同
浜 頓 別 町 同
中 頓 別 町 同
枝 幸 町 同
歌 登 町 同
豊 富 町 同
東 藻 琴 村 同 ８月８日から９月 日まで
女 満 別 町 同
美 幌 町 同
津 別 町 同
斜 里 町 同
清 里 町 同
小 清 水 町 同
端 野 町 同
訓 子 府 町 同
置 戸 町 同
留 辺 蘂 町 同
佐 呂 間 町 同
常 呂 町 同
生 田 原 町 同
遠 軽 町 同
丸 瀬 布 町 同
白 滝 村 同
上 湧 別 町 同
湧 別 町 同
滝 上 町 同
興 部 町 同
西 興 部 村 同
雄 武 町 同
北 見 市 同
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網 走 市 平成 年８月８日から９月 日まで
紋 別 市 同
豊 浦 町 同 ７月 日から９月 日まで
洞 爺 村 同
壮 町 同
早 来 町 同
追 分 町 同
厚 真 町 同
鵡 川 町 同
穂 別 町 同
伊 達 市 同
登 別 市 同
苫 小 牧 市 同
平 取 町 同 ８月８日から９月９日まで
門 別 町 同
新 冠 町 同
静 内 町 同
三 石 町 同
浦 河 町 同
音 更 町 同 ８月８日から９月 日まで
士 幌 町 同
上 士 幌 町 同
鹿 追 町 同
新 得 町 同
清 水 町 同
中 札 内 村 同
芽 室 町 同
更 別 村 同
忠 類 村 同
大 樹 町 同
広 尾 町 同
幕 別 町 同
池 田 町 同
豊 頃 町 同
本 別 町 同

足 寄 町 同
陸 別 町 同
浦 幌 町 同
帯 広 市 同
釧 路 町 同
厚 岸 町 同
浜 中 町 同
標 茶 町 同
弟 子 屈 町 同
阿 寒 町 同
鶴 居 村 同
白 糠 町 同
音 別 町 同
釧 路 市 同
根 室 市 同 ８月１日から９月 日まで
別 海 町 同
中 標 津 町 同
標 津 町 同
羅 臼 町 同

３ 実施の対 となる 畜の種類及び範囲
実施する区域内で定飼及び転飼されている全蜂群

４ 実 施 の 方 法
検査は、所轄 畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で 畜防疫員が行う。
検査は、「病性鑑定指針」の制定について（平成 年 月 日 畜 第 号農林水

産省畜産局長通知）の方法による。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
渡島平野土地改良区 姫 川 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 七 飯 頭 首 工 同
同 一本木頭首工 同
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北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 赤平市幌岡町 の２地先・ の２地先・ ・ ・ （以

上２筆地先３筆について次の図に示す部分に限る。）、 の１、
の１から の３まで、 、 から まで、 、 、

の１、 の１、
２ 指 定 の 目 的 公衆の保健
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道空知支庁
経済部林務課及び赤平市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和 年法律第
号）第 条の規定による通知があった。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所
沙流郡日高町字千栄 （国有林。次の図に示す部分に限る。）・ （国有林）、
地先・ ・ の４・ の５・ ・ （以上１筆地先５筆について次の図に示す

部分に限る。）、 の２、 の３、 、
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務
部治山課及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。）

渡島平野土地改良区 追 分 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 大野川頭首工 同
同 長万川頭首工 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年７月４日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
川 東 経営体育成基盤整備（客土、暗きょ、区画整理） 北海道胆振支庁
つくも南 同 （区画整理、農業用用排水、暗きょ、農地保全） 北海道上川支庁

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 中川郡幕別町字駒畠 の４、 の４、 の５、

の２
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 農道用地とするため
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北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内１の （次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁経済部林務課及び厚真町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年７月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 中川郡本別町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部治山課及び本別町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林の所在場所
久遠郡大成町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務
部治山課及び大成町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予
定）の一部を次のように改正する。
平成 年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
第５項を削る。

北海道後志支庁告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年７月１日

北海道後志支庁長 伊 東 和 紀
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック（ 級、６×６、 付）２台
交換契約により除雪トラック２台（ 級）を契約の相手方に供し、除雪トラック
２台（ 級、６×６、 付）を当該契約の相手方から調達する。

イ ロータリ除雪車（ 級） １台
交換契約によりロータリ除雪車１台（ 級）を契約の相手方に供し、ロータリ

除雪車１台（ 級）を当該契約の相手方から調達する。
ア及びイについては、それぞれの入札とする。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 日 ア 平成 年 月 日

イ 同 月 日
納 入 場 所

支 庁 告 示
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ア 小 土木現業所蘭越出張所２台
イ 小 土木現業所余市出張所１台

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年７月１日から８月１日まで（土曜日及び日曜日を除

く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 北海道小 市奥沢１丁目 番１号

北海道小 土木現業所企画総務部総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道小 市奥沢１丁目 番１号 北海道小 土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 北海道小 市奥沢１丁目 番１号 北海道小 土木現業所３

階会議室（送付による場合は、郵便番号 小 市奥
沢１丁目 番１号 北海道小 土木現業所企画総務部総務課）

入 札 日 時 平成 年８月 日 午後１時 分（送付による場合は、平成
年８月 日必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項

交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 に見合う
郵便料金に相当する郵便切手を添えて、４の場所に申し込むこ
と。

８ 落札者の決定方法
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 のイ、 、 、 、 、 及び によるほか、

次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道小 土木現業所企画総務部総務課
所 在 地 郵便番号 北海道小 市奥沢１丁目 番１号

電話番号 内線

．

．
．

北海道教育庁後志教育局告示第８号

平成 年北海道教育庁後志教育局告示第７号（特定役務調達契約に係る入札の公告）の一
部を次のように改正する。
平成 年７月１日

北海道後志教育局長 中 江 修
８の事項及び９の事項を次のように改める。

道教育庁後志教育局告示
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８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のウ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１月当たりの契約金額の
分の に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道教育庁後志教育局企画総務課
イ 所 在 地 郵便番号 北海道 田郡 知安町北１条東２丁目

電話番号 内線

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年７月１日

北海道公安委員会委員長 矢 吹 徹 雄
北海道公安委員会規則第８号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
道路交通法施行細則（昭和 年北海道公安委員会規則第 号）の一部を次のように改正す

る。
第 条の表 号の項中「網走郡美幌町字瑞治 番２」を「網走郡女満別町字本郷 番
」に改める。
附 則

この規則は、平成 年７月３日から施行する。

正 誤

○平成 年６月 日（第 号）
北海道十勝支庁告示第 号（特定調達契約に係る入札の公告）中に次のとおり誤りがあっ
たので訂正する。
ページ 欄 行

右
誤 平成 年北海道告示第 号の２の（ ）のウ
正 平成 年北海道告示第 号の２の（ ）のア

道 公 安 委 員 会 規 則
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